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4.4 悪 臭 

4.4.1 現地調査の結果 

1) 調査項目 

調査項目は、以下のとおりである。 

■ 特定悪臭物質 

■ 臭気指数 

■ 気象条件 

 

2) 調査地点 

調査地点は、表 4.4.1 及び図 4.4.1 に示す地点とした。 

 

表 4.4.1 悪臭調査地点の状況 

地点番号 地 点 名 調査項目 

Ａ-1 敷地境界（風下） 特定悪臭物質 

臭気指数 

気象条件 

Ａ-2 敷地境界（風上） 

Ａ-3 プラットホーム 

 

  
Ａ-1 Ａ-2 

 

 

Ａ-3  

写真 現地状況写真 
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図 4.4.1 調査地点位置図 

 

調査時 

の風向 

（南風） 
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3) 調査の期間及び頻度 

調査の期間及び頻度は下記に示すとおりである。 

■平成 28 年 8 月 25 日 

 

4) 調査方法 

調査方法は表 4.4.2 に示すとおりである。 

 

表 4.4.2 調査方法 

項 目 細項目 調査手法 
悪 臭 特定悪臭物

質 
「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和 47 年環
境庁告示 9 号）に規定する方法 

臭気指数 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」
（平成 7 年環境庁告示 63 号）に規定する方法 

気象条件 簡易式気象計による方法 
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5) 調査結果 

悪臭の調査結果を表 4.4.3 に示す。 

調査結果は悪臭防止法の規制基準値（Ｂ地域）を満足する値であった。 

 

表 4.4.3 悪臭調査結果 

測定項目 単位 

調査結果 
悪臭防止法の規

制基準値 

（Ｂ地域） 

Ａ-1 

（風下） 

Ａ-2 

（風上） 

Ａ-3 

（プラッ

トホーム） 

アンモニア ppm <0.05 0.05 <0.05 2 

メチルメルカプタン ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.004 

硫化水素 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.06 

硫化メチル ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.05 

二硫化メチル ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.03 

トリメチルアミン ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 

アセトアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.1 

プロピオンアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.1 

ノルマルブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.03 

イソブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.02 

イソバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 0.006 

イソブタノール ppm <0.01 <0.01 <0.01 4 

酢酸エチル ppm <0.01 <0.01 <0.01 7 

メチルイソブチルケトン ppm <0.01 <0.01 <0.01 3 

トルエン ppm <0.01 <0.01 <0.01 30 

スチレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 0.8 

キシレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 2 

プロピオン酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.07 

ノルマル酪酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002 

ノルマル吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002 

イソ吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.004 

臭気濃度  10 以下 10 以下 10 以下 ― 

臭気指数  10 未満 10 未満 10 未満 ― 

気

象

条

件 

天気 ― 晴れ 晴れ 晴れ ― 

気温 ℃ 33.2 34.5 29.0 ― 

湿度 ％ 80 80 75 ― 

風向 

(調査地点、地上 1.5m) 
― 南 南 南 ― 

風速 

(調査地点、地上 1.5m) 
m/s 2.0 1.0 1.0 ― 

注）計画地は悪臭防止法に係る特定悪臭物質のＢ地域に指定されている。 
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4.4.2 予測及び評価の結果 

1) 予測項目 

悪臭の予測項目は、表 4.4.5 に示すとおりとした。 

 

表 4.4.5 悪臭の予測項目 

環境影響要因 予測項目 

施設の稼働 

・施設の稼働による悪臭の発生（焼却施設） 

・施設からの悪臭の漏洩（焼却施設及びリサイク

ルセンター） 

 

2) 予測地域 

予測地域は、悪臭の影響が想定される地点（直近民家）及び敷地境界とした。 

 

3) 予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常的に稼働する供用時期とした。 

 

4) 予測方法 

(1) 予測式 

予測方法は、事業計画及び類似事例等による定性的な予測方法とした。 

 

5) 予測結果 

(1) 施設の稼働による悪臭の発生（焼却施設） 

焼却施設の悪臭防止対策を表 4.4.6 に示す。 

焼却施設は、プラットホームやごみピットの扉をごみの搬入時以外は閉めるとともに、プ

ラットホーム及びごみピット内の空気を吸入し、ごみ燃焼用空気（燃焼温度は 850℃以上）

として使用することにより悪臭物質を酸化分解（臭気成分の発火点は表 4.4.7 参照）し無臭

化する。 

また、敷地境界で実施した特定悪臭物質濃度の現地調査結果は、いずれの地点も悪臭防止

法に基づく悪臭防止法の規制基準値の範囲を下回っていた。 

以上のことから、施設の稼働（煙突からの排出ガス）による悪臭の影響は、現況から同程

度になるものと予測される。 

 

表 4.4.6 悪臭防止対策 
項  目 焼却施設 

悪臭防止 

対策 

・押込送風機吸引口をごみピット上部に設け、炉内空気として利用する

ことで燃焼脱臭を行う。 

・1 炉停止時及び全炉停止時のために活性炭吸着方式の脱臭処理装置を設

けるものとする。また、消臭剤散布による臭気対策を図る。 
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表 4.4.7 代表的な臭気成分の発火点 

国際化学物質安全性カード（ICSC）より 2015.9.10 

臭 気 成 分 発火（℃） 

窒素化合物 アンモニア 630  
 

アミン類 

トリメチルアミン 190  
 ジメチルアミン 400  

 メチルアミン 430  
 エチルアミン 385 

硫黄化合物 

硫化水素 260 

メチルメルカプタン（※5） 299 

エチルメルカプタン 299 

硫化メチル 205 

二硫化メチル ＞300 

ジメチルサルファイド 205 

低脂肪酸類 

酢酸 485 

プロピオン酸 485 

イソ酪酸 481 

ノルマル酪酸（※3） 443 

イソ吉草酸（※4） 440 

ノルマル吉草酸（※4） 375 

芳化族炭化水素 

ベンゼン 498 

トルエン 480 

スチレン 490 

キシレン（※2） 463 

フェノール 715 

クレゾール（※2） 555 

アルデヒド類 

ホルムアルデヒド 430 

アセトアルデヒド 185 

プロピオンアルデヒド 207 

アクロレイン 234 

イソブチルアルデヒド 196 

イソバレルアルデヒド 175 

ノルマルブチルアルデヒド 230 

ノルマルバレルアルデヒド 222 

エステル類 

酢酸メチル 505 

酢酸エチル 427 

アクリル酸メチル 468 

ケトン類 

アセトン 465 

メチルエチルケトン 505 

メチルイソブチルケトン 460 

アルコール類 

エチルアルコール 363 

メチルアルコール 464 

イソブタノール 415 
備考 1）    は特定悪臭物質。（22 物質） 
備考 2）※2 は、「オルト（о）基」「メタ（ｍ）基」「パラ（ｐ）基」の 3 種類が存在して

いるため、代表として「オルト基」の成分を記載している。 
備考 3）※3 は、データが無いため、参考値として「安全衛生情報センター」の数値を掲載

している。 
備考 4）※4 は、データが無いため、参考値として「製品安全データシート」の数値を採用

している。 
備考 5）※5 は ICSC 2012.6.27 時点のデータ 
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(2) 施設からの悪臭の漏洩（焼却施設及びリサイクルセンター） 

焼却施設の悪臭防止対策を表 4.4.8 に示す。 

焼却施設では、プラットホームの扉をごみの搬入時以外は閉めるとともに、プラットホー

ム及びごみピット内の空気を吸入し、ごみ燃焼用空気として使用することにより、プラット

ホーム内を負圧に保ち臭気が外部に漏れることを防止することから、施設からの悪臭の影響

は小さいと予測される。 

また、リサイクルセンターにおいて処理する廃棄物の種類は、図 4.4.2 に示すとおりスチ

ールが最も多く、次いで不燃残渣となっている。これらの廃棄物は、基本的に悪臭の発生の

小さい無機性の廃棄物であることから、施設からの悪臭の影響は小さいと予測される。 

 

表 4.4.8 悪臭防止対策 
項  目 焼却施設 

悪臭防止 

対策 

・車両出入口に引戸ドアを設け、扉の開閉は車両感知による自動開閉とし、

車両の出入り以外は外部との遮断を図る。 

・出入口扉にはエアカーテンを設け、扉の開閉に合わせた自動運転を行い、

開扉の際の外気との遮断を図る。  

・ごみ投入扉を通してごみピット側への室内空気の吸引を行うことにより、

プラットホーム側に臭気が漏洩しないようにする。 

・車両出入り口に風除室（トンネル状）を設置し、強風時等、風の巻き込み

を防止する。 

 

スチール, 
34.36

アルミ, 8.42

陶磁器類, 
11.02

不燃残渣, 
13.89

破砕可燃物, 
25

蛍光灯, 0.58

使用済み乾

電池, 0.26
小型家電, 

6.48

 

 

図 4.4.2 リサイクルセンターで処理される廃棄物の種類と割合 
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6) 環境保全目標 

環境保全目標は、「周辺住民に悪臭による不快感を与えないこと（臭気指数 10 未満）」と

した。 

 

7) 影響の分析 

(1) 影響の回避または低減に係る分析 

本事業においては、表 4.4.9 に示す環境保全対策を実施する計画であり、影響は低減され

るものと判断する。 

 

表 4.4.9 悪臭に係る環境保全対策 

項    目 環境保全対策 

悪臭防止対策の

実施 

【悪臭の発生防止対策】 

・押込送風機吸引口をごみピット上部に設け、炉内空気として利用する

ことで燃焼脱臭を行う。 

・1 炉停止時及び全炉停止時のために活性炭吸着方式の脱臭処理装置を設

けるものとする。また、消臭剤散布による臭気対策を図る。 

【悪臭の漏洩防止対策】 

・車両出入口に引戸ドアを設け、扉の開閉は車両感知による自動開閉と

し、車両の出入り以外は外部との遮断を図る。 

・出入口扉にはエアカーテンを設け、扉の開閉に合わせた自動運転を行

い、開扉の際の外気との遮断を図る。  

・ごみ投入扉を通してごみピット側への室内空気の吸引を行うことによ

り、プラットホーム側に臭気が漏洩しないようにする。 

・車両出入り口に風除室（トンネル状）を設置し、強風時等、風の巻き

込みを防止する。 

 

8) 環境保全目標との整合性に係る分析 

予測結果に示したとおり、焼却施設ではプラットホーム及びごみピット内の空気を吸入し、

ごみ燃焼用空気（燃焼温度は 850℃以上）として使用することにより悪臭物質を酸化分解し

無臭化する。さらに、プラットホーム内を負圧に保ち臭気が外部に漏れることを防止するな

ど、施設からの悪臭の影響は小さい。 

また、リサイクルセンターで処理する廃棄物は、基本的に悪臭の発生の小さい無機性の廃

棄物であり、前掲の環境保全対策の実施、徹底を図ることで、周辺住民に悪臭による不快感

を与えることはなく、環境保全目標との整合性は図られているものと判断する。 
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